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１ 監査の概要 

(1) 監査等の種類  財政的援助団体等の監査 

(2) 監査の対象 

① 監査対象年度  令和６年度 

② 監査実施団体 

（公財）岡山県健康づくり財団 

(3) 監査の着眼点 

財政的援助等に係る出納その他の事務が、当該援助等の目的に沿って行われ、適正に処理さ 

れているか。 

(4) 監査の実施内容 

監査に当たっては、岡山県監査委員監査基準（令和２年３月 27 日岡山県監査公表第５号）に 

準拠し、次のとおり実施した。 

① 事前調査 

    監査事務局職員が、あらかじめ監査実施団体に出向き、関係諸帳簿及び証拠書類を確認・ 

照合するとともに、当該団体の職員から説明を聴取した結果を調書にまとめ、監査委員へ提 

出した。 

②  監査委員監査  

     実地監査 

監査委員が、当該団体の職員から説明を聴取するとともに、当該団体から提出された監

査資料等及び監査調書に基づいて監査を行った。    

２ 監査の結果 

  改善を要すると認められる事案（指摘事項）があった。     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘事項 

   病院会計における調査研究事業において、過年度に入金処理されるべき合計1,598,974円が 

計上されておらず、不明金となっていることが令和６年度に判明し、当該年度の決算で処理さ 

れていた。 
  (2) 所見 

引き続き、財団役員や幹部職員の役割と責任をより明確化し、ガバナンスの強化に努めると

ともに、内部統制制度の充実や公益通報制度の実効性ある運用など、再発防止に万全を期され

たい。 

発せられた「コンプライアンス最優先宣言」に基づき、14項目の改善策を着実に実施するこ

とにより、財団の信頼回復に努められたい。 

監査実施団体
（監査実施団
体を所管する
県の部局） 

監 査 対 象 区 分 
監  査 

年月日 

指摘 

事項 

区 分 

実

地 

書

面 

公益財団法人
岡山県健康づ
くり財団   
(保健医療部) 
 

 

【出資団体】 
出資総額          105,000,000 円 
県の出資額          30,000,000 円 

（出資比率 28.6％） 
【補助金交付団体】 
岡山県食鳥検査促進事業費補助金 

                       15,000,000 円 

【指定管理者】 
岡山県南部健康づくりセンター 

97,050,583 円 

令和７年
８月 25 日 
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